
 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称   消防団員及び吏員の団歴年月数及び表彰歴等調査ファイル 

行政機関等の名称   京都府知事 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 
 危機管理部危機管理総務課 

個人情報ファイルの利用目的  
消防関係各種表彰（消防庁長官表彰、知事表彰、日本消防協会及び

京都府消防協会表彰）に関する事務のために利用する。 

記録項目  

 【共通項目】 

１階級、２氏名（ふりがなを含む。）、３年齢、４表彰歴（消防庁

長官表彰、知事表彰の受章年度）、５備考（犯罪歴、過去の具申状

況等） 

 

【消防団員のみ】 

６消防団歴（団長、副団長、分団長、副分団長、その他の各歴及

びその合計）、７表彰歴日本消防協会及び京都府消防協会表彰の受

章年度）、８入団年月日、９団長、副団長就任年月日 

 

【消防吏員のみ】 

10職歴（消防司令長以上、消防司令、消防司令補、消防士長、そ

の他の各歴及びその合計）、11採用年月日、12消防長就任年月

日、13消防団歴、14補職（消防庁長官功労章該当者のみ）、15当

該年度の具申の有無（同左） 

記録範囲  
消防団員：団長、副団長、分団長、副分団長 

消防吏員：消防長及び次長並びに消防司令補以上歴が 10年以上の

者 

記録情報の収集方法   府内各市町村及び消防組合の消防本部に照会 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨   含む 

記録情報の経常的提供先   総務省消防庁、（公財）日本消防協会及び（公財）京都府消防協会 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地  

（名 称） 危機管理部危機管理総務課 

（京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 



 

 

  

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等  
 ― 

個人情報ファイルの種別  

法第 60条第２項第１号  

 （電算処理ファイル）  
☐法第 60条第２項第２号  

 （マニュアル処理ファイル）  政令第 21条第７項に該当

するファイル  

    有 ☐無  

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル

である旨  
 該当 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地  

（名 称）危機管理部危機管理総務課  

（所在地）京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

行政機関等匿名加工情報の概要   ― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地  
 ― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間  
 ― 

記録情報に条例要配慮個人情報

が含まれているときはその旨  
  

備   考  10年保存 

 


